
 

 長 崎 県 職 員 を 募 集 し ま す  
 

 

《 児 童 自 立 支 援 専 門 員 ・ 児 童 生 活 支 援 員 》  

 
 

  １  採 用 職 種  児 童 自 立 支 援 専 門 員 ・ 児 童 生 活 支 援 員  

 

   ２   採 用 時 期  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降  

 

   ３  試 験 日 、 受 付 期 間 及 び 募 集 人 員     

区分 試験日 受付期間 募集人員 

１ 令和５年１０月１５日（日） 令和５年 ７月２７日（木）      

 ～令和５年 ９月２９日（金）必着 

 

各１名（夫婦１組） 

 ２ 令和６年 １月１４日（日） 令和５年１０月１６日（月）      

 ～令和５年１２月１５日（金）必着 

    ※募集人員に達しない場合のみ２を実施。詳細はホームページをご確認ください。 

 

   ４  勤 務 箇 所  長 崎 県 立 開 成 学 園 （ 児 童 自 立 支 援 施 設 ） ［ 長 崎 市 平 山 台 ２ － ３ ４ － １ ］ ほ か  

及び職務内容   入所児童の自立支援・生活支援等の業務に従事 

 

   ５  応 募 資 格  ① 昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 ２ 日 以 降 に 生 ま れ た 方  

                     ② 学 園 内 の 寮 舎 に 住 み 込 み で 働 く こ と が で き る 夫 婦 （ 採 用 日 ま で に 婚 姻 予 定  

            で あ る も の を 含 む ）  

                     ③ 地 方 公 務 員 法 第 １ ６ 条 に 該 当 し な い 方  

                     ④ 長 崎 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 １ ２  

月 ２ ８ 日 付 第 ７ ６ 号 ） に 定 め る 児 童 自 立 支 援 専 門 員 及 び 児 童 生 活 支 援 員 の  

資 格 を 有 す る 方  

   ※ ③ の 地 方 公 務 員 法 第 １ ６ 条 に 該 当 す る 方 と は  

 ・ 禁 固 以 上 の 刑 に 処 せ さ れ 、 そ の 執 行 を 終 わ る ま で 又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者  

 ・ 長 崎 県 職 員 と し て 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か ら ２ 年 を 経 過 し な い 者  

 ・ 日 本 国 憲 法 又 は そ の 下 に 成 立 し た 政 府 を 暴 力 で 破 壊 す る こ と を 主 張 す る 政 党 そ の 他 の 団 体 を 結 成

し 、 又 は こ れ に 加 入 し た 者  

※ ④ に つ い て は 、 ど ち ら か が 児 童 自 立 支 援 専 門 員 の 資 格 を 有 し 、 も う 一 人 の 方 が 児 童 生 活 支 援 員  

の 資 格 を 有 す る 方 で す 。  

 

６   給 与 等  ① 給 与 月 額  

          初 任 給 は 採 用 前 の 学 歴 及 び 経 歴 を も と に 、 一 定 の 基 準 に よ り 考 慮 さ れ ま す 。  

          ま た 、 昇 給 は 原 則 と し て 毎 年 １ 回 行 わ れ ま す 。  

         ② 諸 手 当  

          期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 （ 年 ２ 回 ） ： 合 計 ４ ． ４ 月 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 時 点 ）  

          そ の 他 、 地 域 手 当 、 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 な ど を 各 手 当 の 支 給 要 件  

          に 応 じ て 支 給 。  

               【例】 

              〇児童自立支援専門員（４０歳・大卒）の場合 

               月額２７０，９００円～３１２，１００円（※）＋諸手当 

 

              〇児童生活支援員（４０歳・大卒）の場合 

               月額２６０，９００円～３０３，６００円（※）＋諸手当 

               ※令和５年４月１日現在の給料月額のほか、児童自立支援専門員・児童生活支援員に係る給料の  

調整額を含めて算出した額 

 



   ７  試 験 の 方 法     ・  専 門 試 験 （ 専 門 的 知 識 ［ 社 会 福 祉 、 児 童 福 祉 、 児 童 心 理 学 ］ に つ い て の 多 肢 選 択 方 式 等 に よ る 筆 記 試 験）  

                     ・   論 文 試 験 （ 職 務 遂 行 に 必 要 な 思 考 力 、 判 断 力 、 構 成 力 等 に つ い て の 論 文 試 験）  

                     ・  面 接 試 験 （ 人 柄 等 に つ い て の 個 別 面 接 に よ る 試 験）  

                     ・  適 性 検 査 （ 職 務 遂 行 に 必 要 な 適 性 に つ い て の 簡 単 な 検 査）  

 

   ８  試 験 場 所  長 崎 市 尾 上 町 ３ 番 １ 号  長 崎 県 庁 行 政 棟  ３ 階 ３ ０ ５ 会 議 室  

           ※ 午 前 １ ０ 時 ～ （ 受 付 ： 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 ～ ）  

 

   ９  応 募 方 法     ①  提 出 書 類      

及び申込 先   （イ ）  県 職 員 採 用 試 験 受 験 願 書 （ 県 指 定 様 式 ）  

             （ ロ ）   履 歴 書 （ 県 指 定 様 式 、 写 真 貼 付 ）  

               （ ハ ）   最 終 学 校 卒 業 （ 見 込 み ） 証 明 書  

               （ ニ ）   資 格 証 明 書 の 写 し  

                 ※県指定様式は、長崎県ホームページよりダウンロードできます。    QRコード 

                 （https://www.pref.nagasaki.jp/section/kodomo-ka/index.html） 

                                                                                                  

             ②  申  込  先      〒 8 50 - 8 5 70  

                                     長 崎 市 尾 上 町 ３ 番 １ 号  

                                    長 崎 県 福 祉 保 健 部 こ ど も 政 策 局 こ ど も 家 庭 課  

 

 ※ 受 験 票 は 発 行 し な い の で ご 了 承 く だ さ い 。  

 

    ◎  そ の 他 不 明 な 点 が あ り ま し た ら 、 長 崎 県 福 祉 保 健 部 こ ど も 政 策 局 こ ど も 家 庭 課 へ  

お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

                            ０ ９ ５ － ８ ２ ４ － １ １ １ １ （ 代 ）  内 線 ５ ０ １ ７  

                              ０ ９ ５ － ８ ９ ５ － ２ ４ ４ ２ （ 直 ）  

 

 
 

QRコード 

https://www.pref.nagasaki.jp/section/fukushi/index.html
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○長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

平成24年12月28日 

長崎県条例第76号 

（児童自立支援専門員の資格） 

第119条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(１) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの 

(２) 社会福祉士の資格を有する者 

(３) 知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者（学校

教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。） 

(４) 学校教育法に基づく大学において、社会福祉学等を専修する学科若しくはこれらに相当す

る課程を修めて卒業した者又は同法に基づく大学において、社会福祉学等に関する科目の単位

を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第２項の規定により大学院への入学を認めら

れた者であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は第29条第１項第４号アからウ

までに掲げる期間の合計が２年以上であるもの 

(５) 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学等を専攻する研究科又はこれらに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は第29条第

１項第４号アからウまでに掲げる期間の合計が２年以上であるもの 

(６) 外国の大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した者であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は第29条第１項第４号アから

ウまでに掲げる期間の合計が２年以上であるもの 

(７) 学校教育修了者等であって、３年以上児童自立支援事業に従事したもの又は第29条第１項

第４号アからウまでに掲げる期間の合計が５年以上であるもの 

(８) 教育職員免許法に基づく小学校、義務教育学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教

諭の免許状を有する者であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は２年以上教員

としてその職務に従事したもの 

（児童生活支援員の資格） 

第120条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(１) 保育士の資格を有する者 

(２) 社会福祉士の資格を有する者 

(３) ３年以上児童自立支援事業に従事した者 

別紙 


